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作業環境測定 5/11

消防設備点検を行いました！

厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。【安全衛生法】

作業環境測定は、作業環境管理を進めるための前提となる、作業環境中に有害な因子（有機溶剤・特定

化学物質等の有害な化学物質、粉じん等の有害な物質）がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者

がこれらの有害な因子にどの程度さらされているかを把握する測定となっています。

消防用設備(消火器・消火設備・警報設備・避難器具

設備等)は、いつ火災が発生しても正常に機能を発揮する

ように日頃から維持管理され年に一回、消防設備点検者

に依頼をし、消防署長に報告しなければなりません。

井上化学工業㈱ 様に

廃棄物処理施設の確認に行って来ました。5/20(木)

ＩＳＯ１４００１認証取得工場です。

廃油の回収をして頂いています。


